
阿南市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等提

供希望者の登録と骨髄等の提供の推進を図るため、骨髄等の提供をした方（ドナー）と、

ドナーを雇用する国内に事務所を有する事業所に対し、助成金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊申請方法＊ 

原則として、骨髄等の提供日から９０日以内に、次の書類を阿南市保健センターへ提出してください。 

 

 

 

 

 

詳細については 阿南市保健センター 健康増進係へお問い合わせください。 

 

骨髄提供者等への助成金を交付します 

 

阿南市骨髄移植ドナー等支援事業 

＊対象者＊ 

以下の条件を全て満たす方・事業所が対象となります 

ドナー： 

１．骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方で、骨髄等の提供が完了した

日に市内に住所を有している方 

２．市税の滞納がない方 

※ 骨髄等の提供を行うための休暇制度を導入している事業所等に勤務している方を除く 

 ※ その他の条件がありますので、詳しくは下記担当へ 

事業所： 

上記ドナーが骨髄等を提供するために通院した日から骨髄等提供完了日までの間、 

引き続き雇用していた国内に事務所を有する事業所 

＊助成金額＊ 

ドナー：骨髄等の提供のための通院等の日数に２万円を乗じて得た額とし、

骨髄等の提供１回につき１４万円を上限とする。 

事業所：助成対象ドナーの骨髄等の提供１回につき５万円 

ドナー：①阿南市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書（ドナー用） 

②市内に住所を有することが確認できる書類（健康保険証、運転免許証の写し等） 

③骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 

 

事業所：①阿南市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書（事業所用） 

②助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類（雇用証明書、確定申告の写し等） 

③骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し 

 

〒774-００４５徳島県阿南市宝田町荒井６番地1（阿南健康づくりセンター内） 

 

TEL(0884)22-1590   FAX(0884)22-1894 

E-mail一般用：hocenter@anan.i-tokushima.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿南市骨髄移植ドナー等支援事業について 

＊白血病や再生不良性貧血などの治療が困難な血液疾患の有効な治

療法として骨髄移植がありますが、移植には数万通りある白血球の

型（HLA型）が一致しなければならず、ひとりでも多くの骨髄提供

者（ドナー）の確保が必要です。 

＊数百から数万分の１の確率でHLA型が一致したドナーが見つかっ

た場合でも、仕事が忙しく検査・入院のための休みが取れないことや

家族の理解が得られないことなど、ドナー側の健康以外の理由によ

り、骨髄提供に至らなかったケースが約３割を占めています。 

背景 

阿南市では、 

ドナー等支援事業を創設

し、ドナーの提供意思を 

後押しします！ 
 

骨髄提供率

が向上 
 

ドナー登録

数の拡大 
 


